




副

建築物の敷地面積が5,000㎡以上の敷地については、原則として、敷地面積に対して150％以上を住宅の用に供するものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年7月10日法律第122号）第2条第1項の各号の一又は第6項に掲げる営業の用に供する建築物は建築してはならない。
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